
 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐渡市農地等利用最適化推進施策等に関する意見書 
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令和５年１２月２７日 

佐渡市農業委員会



 

 

はじめに 

 

 農業の成長産業化及び農業所得の増大を図るため、令和５年４月に農業経営基盤強

化促進法等の一部を改正する法律が施行されました。 

新たに市町村において推進が法定化された「地域農業経営基盤強化促進計画（地域

計画：地域の農業の将来のあり方、農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標（農

業を担う者ごとに利用する農地を示した地図を含む）などを定めた計画）」の策定と

その目標達成のための活動が重要となります。 

 また、効率的かつ安定的な農業経営を行う経営体を育成していくことが重要となり、

そのためには、経営体自身の経営改善のための支援が必要となります。 

 我々農業委員会は、「農業・農村を守り、その健全な発展に寄与する」という組織

理念のもと、農業委員・農地利用最適化推進委員を中心として地域の農業振興活動を

行い、優良農地の確保、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、

新規参入者の育成確保といった農地等の利用の最適化の推進に取り組んでいます。 

 しかし、本市農業を魅力ある産業としていくための「儲かる農業」「稼げる農業」

の実現など、本市の農業振興を着実に実施するためには、未だ多くの課題があります。 

そこで、新潟県農業会議の要請決議や農業関係団体・農業経営者の意見要望等を踏

まえて、「農業委員会等に関する法律」第３８条に基づき、佐渡市農地等利用最適化

推進施策等に関する意見書を取りまとめましたので提出いたします。 

 意見を踏まえた施策の実現に向け、特段のご配意を賜りますようお願いします。 

 

 

令和５年１２月２７日 

  佐渡市長 

   渡 辺  竜 五  様 

 

 

佐渡市農業委員会 

                     会 長  金 田  勝 
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佐渡市農地等利用最適化推進施策等に関する意見の概要 

 

１ 農業振興等に関する施策の展開方向      

（１）佐渡農業の振興に向けた施策の推進       

農業生産の現場では、気候変動の影響が現実的なものとなり、高齢化の進行と

農業生産者の減少、主食用米の需要減少に伴う米価の低迷、肥料・燃油・生産資

材高騰等が農業の持続性を脅かす状況となっています。 

本市においては、平成３１年１月に策定した「農業再生ビジョン」に基づき、

持続可能な農業の確立を目指した施策を推進しているところですが、本市農業を

魅力ある産業として次の世代に確実に引き継いでいくためには、「生産性向上と

自然生態系の保全を両立させる持続可能な農業」の実現を目指し、本市農業の収

益性を高めるための構造改革を進めていくことが必要です。 

   このため、市においては、本市農業の１０年・２０年後の中長期的な視点に立

った課題や政策の方向性、目標を示すとともに、その実現に向けた具体的な施策

を示した「佐渡農業の将来ビジョン（１０年・２０年後を見据えたグランドデザ

イン）」を策定して、農業者をはじめ消費者や事業者等の理解を深めながら施策

を推進することが重要ではないかと考えます。 

 

（２）佐渡農業の魅力発信 

市の目指す将来の農業のあり方等を含めた農業生産現場の取り組みについて、

農業者のみならず市民や事業者等にも広く理解してもらうことは、市内農産物の

販売促進のみならず、適正な価格形成等にも影響します。 

有機農作物等環境に配慮した農産物の生産はコストがかかることや生産者の

努力と工夫のうえで、より安心・安全な農作物の生産が行われていることなどに

ついて、市民や事業者等の理解を深めるためにも、佐渡農業の魅力発信のための

施策をこれまで以上に強化するよう要望します。 

 

（３）市職員による農業研修の実施       

農林水産省では、本省勤務の若手職員が、農林漁村の現場において農林漁業を

直接経験することにより、現場の実態に即した政策の企画・立案ができる人材を

幅広く養成することを目的に、農村研修（約１か月間）を実施しています。 

   農村研修の受け入れ募集は、各都道府県等を通じて行われていることから、積

極的に受入農林漁家の紹介を国・県に行うよう要望します。 

   また、基幹産業が農業である地方公共団体においても、農業の理解を深めるこ

とや、現場主義や市民視点、対話重視といった行政の基本姿勢を学ばせることな

どを目的に、農業研修を実施している事例があります。 

   市職員を対象にした農業研修の実施は、職員が市の施策を客観的に見つめ直す

ことや、農業研修を通じて農業者との信頼関係を高めることが期待されることか

ら、農業研修の計画的な実施について検討するよう要望します。 
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２ 農地の有効利用施策の推進 

（１）地域計画の策定と目標達成のための活動の推進     

市が令和７年３月までに策定することとなる地域計画については、離農する農

業者の農地の受け皿の確保が最大の課題となっています。 

地域で守り続けてきた農地を次の世代に引き継いでいくためにも、農地の集

約・集積だけでなく、基盤整備事業やスマート農業への取り組み、新規就農者等

の受け入れ、農作業受託の活用のほか、高収益作物への転換や有機農業の導入等

について、地域ごとに積極的な話し合いを行うことが重要です。 

   また、目標地図は、将来にわたって守るべき農地（エリア）を中心に、農地の

集積・集約化をより計画的に進めるため、１０年後に農地を利用する者を農地一

筆ごとに特定し地図化することが求められていますが、地域ごとの話し合いの結

果を踏まえて、有機農作物や高収益作物栽培エリア、新規就農者の営農エリア等

のゾーニングについての検討が必要となる場合があります。 

   このため、地域計画については、地域ごとの協議の場や担い手同士の意見交換

の場等を設置し、農地集積・集約等についての合意形成を図ることはもとより、

農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区及び農業委員会等の関係機関・団

体との協力関係を強化することにより、将来の農地利用の姿について十分な話し

合いを経た上で策定するとともに、地域計画の実現に向けた支援を積極的に講じ

るよう要望します。 

 

（２）基盤整備の推進         

本市の農地の現状は、中山間地域、平坦部などそれぞれの地域で異なるものの、

管理しやすい農地でなければ次世代に農地を引き継ぐことは困難な状況です。 

   また、担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止及びスマート農業

の普及推進等の観点からも基盤整備は重要です。 

   水田の大区画化・汎用化はもとより、中山間地域に多く点在する小区画や不整

形、狭小、傾斜地等農地の条件が悪いほ場についても、ほ場条件の改善につなが

る小規模基盤整備や簡易な農地整備を農地耕作条件改善事業等を活用して積極

的に進めることができるよう、市が地域の農業者の声を汲み上げ、新潟県佐渡地

域振興局農林水産振興部と連携・協力して基盤整備を推進するよう要望します。 

 

（３）スマート農業の推進        

農業分野では、農業者の減少・高齢化の進行等による労働力不足が深刻化して

おり、担い手が受け皿になりきれない農地が耕作放棄地・荒廃農地となることが

懸念されています。一方、農業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練農

業者でなければできない作業が多く残されており、省力化、人手の確保、負担の

軽減が喫緊の課題となっています。 

   このような状況の中で、スマート農業技術の実用化を加速し、普及を促進する

ことは、作業効率の向上による担い手への更なる農地の集積・集約の促進、労働

負荷の低減による女性・高齢者・障がい者・外国人材等の多様な人材の参画（SDGs 

ダイバーシティの向上）、さらには、ＡＩやビッグデータ解析による熟練農業者

の技術・情報の共有化等による新規就農者の確保・定着、センシング・センサー

情報等を活用した農作物の品質向上と農業の環境負荷の低減（農薬削減、ＣＯ２
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発生抑制等）などの効果を確保することにも繋がります。 

   スマート農業の普及推進に向けては、スマート農業に関する学習会や研修会の

開催のほか、実際の農業現場に導入し、経営における効果を明確化することが重

要であることから、スマート農業の導入に意欲的な農業者の参加を得て中山間地

域、平坦部それぞれに実証フィールドを設置するとともに、RTK-GPS等基地局設

置による通信環境整備やロボット技術・ICT機器導入の支援、農業用ドローン教

習支援等の助成を措置することを要望します。 

 

（４）遊休農地の有効利用のための支援      

   我が国において高齢化・人口減少が本格化する中で、その影響を大きく受ける

農村地域にあっては、農業者の減少や荒廃農地の拡大がさらに加速化し、地域の

農地が適切に利用されなくなることが懸念される状況です。 

   遊休農地の発生防止・解消のため、多面的機能支払制度及び中山間地域等直接

支払制度による地域・集落による共同活動の拡充、農地中間管理事業による農地

の集積・集約化の促進、基盤整備の効果的な活用、農福・農商工・農学連携等の

対策を戦略的に進めるとともに、農地の集約化等に資する遊休農地については、

利用する農業者が遊休農地の解消を迅速に行えるよう解消費用の助成措置や乗

用草刈機等の貸出、遊休農地を活用した有機栽培米、高収益作物の生産促進等の

対策を講じるよう要望します。 

 

３ 新規参入者の確保・育成・定着と地域農業を担う経営体の育成・支援  

（１）農産物の適正な価格形成 

農業の持続的発展のためには、生産コストを踏まえた適正な価格形成の仕組み

の構築が喫緊の課題となります。 

   今、国は、「食料・農業・農村基本法」の見直しを行っていますが、農産物の

適正な生産価格形成に向けた仕組みを構築する方針を示しています。 

   農産物の価格については、消費者の理解を得ながら、食料システムの中で適正

な価格形成が行われるよう生産コスト等の把握を行うとともに、消費者・実需者

の環境保全型農業に対する理解醸成を促進することにより、エシカル消費につな

がる食料品（SDGs12：環境に配慮した農作物等）の購入割合が高まるような仕組

みの構築に向けた施策の推進を要望します。 

 

（２）高温少雨による農業被害を踏まえた農業経営の継続支援   

令和５年７月以降の顕著な高温等に伴い、新潟米の著しい１等米比率の低下や

柿の肥大不良・日焼けなどの被害が発生したことにより、農業経営への重大な影

響と農業者の営農意欲の低下が懸念されています。 

   このため、農業者の生産意欲を支え、次年度以降も安心して農業に取り組むこ

とができるよう、農業経営のセーフティネットである収入保険料の一部補助等必

要な支援策を講じるよう要望します。 
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（３）地域おこし協力隊の制度等を活用した新規参入の促進 

農林水産省は、農業を主な仕事とする基幹的農業従事者数が、２０００年から

２０年間で２４０万人から１３６万人に半減しており、今後２０年間で高齢者が

リタイアした後、基幹的農業従事者数が現在の約１/４、３０万人まで激減する

おそれがあることを示しました。（出典：第４回食料・農業・農村政策審議会基本

法検討部会配布資料） 

   このような状況において、高齢者の退出を補う受け皿となる新規就農者を確保

し、増加させていくためには、間口を広くし、多様な手法で多様な人材の就農を

促すことが必要です。また、農村に人を呼び込むためには、所得と雇用機会の確

保が重要です。 

   既に佐渡農業協同組合では、３年間職員として働きながら農業の知識や技術を

身につけ３年後の新規就農をサポートする就農研修制度を創設して、将来の担い

手の確保に取り組んでいますが、一部の市町村においては、総務省の管轄事業で

ある「地域おこし協力隊」を新たな新規就農ルートとして積極的に活用していま

す。 

   つきましては、本市においても、農林水産省所管事業と総務省所管地域おこし

協力隊事業を組み合わせ、新規就農支援モデルを構築するよう要望します。 

   また、新規就農支援は、農地の確保にとどまらず、技術の習得、資金の確保、

機械・施設の確保、住宅の確保と広範囲にわたります。そのため、普及指導セン

ター、農業協同組合など関係機関との連携をより一層強化して総合的な支援戦略

を構築し、就農希望者に向けて情報発信することができるよう要望します。 

 

（４）半農半 Xなど新たな就農者の確保の推進 

令和２年３月に公表された「食料・農業・農村基本計画」では、兼業農家や小

規模家族経営などの多様な担い手が、初めて「地域社会の維持の面でも重要な役

割を果たしている」と評価され、同計画とともに公表された「農業構造の展望」

でも、従来の担い手（認定農業者等）と「半農半 X」などの多様な経営体が連携・

協働するビジョンが描かれたところです。 

  一方、令和５年４月には農地法が改正され、第３条許可に係る下限面積要件が

撤廃されたことから、経営規模の大小にかかわらず農地を取得することが可能と

なりました。 

   半農半 X、二地域居住、定年等帰農者、地域おこし協力隊など、農的関係人口

と呼ばれる地域内外の人々を含めて地域を支える体制づくりをはじめ、農業と地

域資源を組み合わせた新たな価値や活力の創出のためにも、農業を副業的に営む

経営体に対しても、地域農業に貢献する多様な担い手として位置付け、育成支援

を積極的に行うことを要望します。 

 

（５）女性の活躍を後押しする地域農業の環境づくり  

女性の能力が農業・農村で十分発揮されるためには、活躍できる環境づくり

が重要であることから、「家族経営協定の締結」や「農業経営改善計画の共同

申請」を推進するとともに、ほ場における簡易トイレ（トイレカー等移動式ト

イレを含む）の設置など女性農業者の働きやすい環境整備や地域資源を活用し

た起業化等への支援対策を強化することを要望します。 
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（６）農業者年金の加入・全国農業新聞の普及推進 

農業者年金制度は、独立行政法人農業者年金基金法に基づいて、農業者の老後

の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的

とする公的年金です。 

農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて、農業者年金の加入推進

に農業協同組合と連携・協力して取り組んでいることから、農業者年金の加入推

進等についてご理解とご協力をお願いします。 

一方、全国農業新聞は、農業委員会制度が発足した翌年の昭和２７年より農業

委員会の組織紙・農業者の情報紙として発行されています。 

全国農業新聞の購読等についてご理解とご協力をお願いします。 

 

４ 農業委員会活動への協力・支援  

（１）市長部局と農業委員会との連携・協力について  

   今、真に農業者や地域の農業の立場にたって、その進むべき方向とこれを実現

するための農業振興施策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表とし

て選ばれた農業委員や農地利用最適化推進委員で構成される農業委員会の極め

て重要な役割です。 

   農業委員会が、農業・農業者の代表機関としての役割・機能を発揮するために

も、農業委員等が施策の目的・内容等について深く理解し、市長部局とともに施

策の推進にあたることができるよう、施策の企画立案・実施等において農業委員

会との連携・協力に努めていただくよう要望します。 

 

（２）農業委員会事務局の体制強化について  

農業委員会では限られた人員体制の中で、農地法等に基づく法令事務をはじめ、

必須事務となった農地利用の最適化を実現すべく幅広い取り組みを行っていま

す。事務局体制の構築については、人員体制の充実の必要性を認識され、適切な

職員の配置に努めていただくよう要望します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐渡市農業委員会事務局   

 

〒９５２－１２９２  

新潟県佐渡市千種２３２番地 

ＴＥＬ（０２５９）６３－５１１５ ＦＡＸ（０２５９）６３－２７５０ 

Ｅ-mail s-noi@city.sado.niigata.jp 


